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⑧ ② ・　⑧以降、内示については厚生労働省より各都道府県、指定都市、中核市、市区町村へ対して行う。
④ 　　　　（内示書類の配布については、都道府県より管内市区町村への配布を依頼予定）

⑦ ・　交付申請以降の手続きについては、事務委任されているため、各地方厚生（支）局と自治体間で行う。
⑥

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広域型（定員３０人以上）施設に関する流れ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域密着型サービス等（定員２９人以下）の施設に関する流れ

①協議通知（厚生局宛）　　　　　　　　　　　　　　　　⑤協議申請（交付自治体宛）
②協議通知（都道府県、指定都市、中核市宛）　　⑥協議申請（とりまとめ都道府県宛）・・・市区町村のみ
③協議通知（市区町村宛）・・・都道府県のみ　　　⑦協議申請（所管地方厚生（支）局宛）
④協議募集（事業者宛）　　　　　　　　　　　　　　　　⑧協議書類の送付（厚生労働省宛）
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